
44―　　―

バ
ー
チ
ャ
ル
株
主
総
会
と
会
議
体
の
将
来
性

―
フ
ラ
ン
ス
の
状
況
を
参
考
に
―

石　

川　

真　

衣

一
、
は
じ
め
に

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
の
影
響
は
、
経

済
・
社
会
全
体
に
及
ぶ
も
の
と
な
っ
た
が
、
会
社
法
関
連

分
野
で
春
か
ら
夏
に
か
け
て
大
き
な
影
響
を
受
け
た
の
が

株
主
総
会
の
開
催
で
あ
る
。
わ
が
国
の
上
場
会
社
の
定
時

株
主
総
会
は
、
六
月
下
旬
に
集
中
し
て
開
催
さ
れ
る
の
が

通
例
で
あ
る
が
、
二
〇
二
〇
年
夏
の
株
主
総
会
の
開
催
に

向
け
て
、
経
済
産
業
省
及
び
法
務
省
は
二
〇
二
〇
年
四
月

に
「
株
主
総
会
運
営
に
係
る
Ｑ
＆
Ａ
」
を
公
表
し
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
に
会
社
側
が

と
る
こ
と
が
で
き
る
措
置
に
つ
い
て
見
解
を
明
ら
か
に
し

た
。
こ
の
な
か
で
、
株
主
に
来
場
を
控
え
る
よ
う
呼
び
か

け
る
こ
と
、
入
場
で
き
る
株
主
の
数
を
制
限
す
る
こ
と
、

事
前
登
録
制
を
導
入
す
る
こ
と
や
総
会
の
開
催
時
間
を
短

縮
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
株
主
総

会
を
開
催
す
る
リ
ア
ル
の
「
場
所
」
を
設
け
つ
つ
、
オ
ン

ラ
イ
ン
等
で
の
参
加
・
出
席
を
認
め
る
株
主
総
会
（
い
わ

ゆ
る
バ
ー
チ
ャ
ル
株
主
総
会
）
を
実
施
す
る
こ
と
は
現
行

法
上
可
能
で
あ
る
と
し
て
、
す
で
に
二
〇
二
〇
年
二
月
に

公
表
さ
れ
て
い
た
「
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
型
バ
ー
チ
ャ
ル
株
主
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総
会
の
実
施
ガ
イ
ド
」（
以
下
、「
ガ
イ
ド
」
と
い
う
）
が

経
済
産
業
省
か
ら
示
さ
れ
た
。
実
際
に
は
、
上
場
会
社
の

多
く
は
、
株
主
総
会
の
招
集
通
知
に
議
決
権
行
使
を
書
面

ま
た
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
旨
を
記

載
し
た
う
え
で
、
当
日
の
来
場
を
控
え
る
こ
と
の
検
討
を

促
す
文
言
を
付
け
加
え
た
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
を
受
け
て
、
欧
州

に
お
い
て
は
時
限
立
法
の
形
で
早
い
段
階
で
株
主
総
会
に

関
す
る
対
応
が
な
さ
れ
た
。
ド
イ
ツ
及
び
フ
ラ
ン
ス
は
、

二
〇
二
〇
年
三
月
下
旬
に
株
主
総
会
の
開
催
に
関
す
る
規

定
を
含
む
法
律
・
政
令
に
よ
る
対
応
を
行
い
、
少
し
遅
れ

て
イ
ギ
リ
ス
も
株
主
総
会
の
開
催
に
関
す
る
規
制
緩
和
措

置
を
含
む
法
律
を
六
月
に
成
立
さ
せ
た
。
欧
州
諸
国
に
お

い
て
と
ら
れ
た
措
置
が
持
つ
意
味
は
、
株
主
総
会
に
法
律

上
付
与
さ
れ
て
い
る
権
限
の
範
囲
が
広
範
で
あ
る
ほ
ど
重

要
な
も
の
と
な
る
。
今
回
は
時
限
立
法
に
よ
る
当
面
の
解

決
策
が
図
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等

の
手
段
を
通
じ
た
株
主
総
会
へ
の
参
加
・
出
席
を
普
及
さ

せ
る
こ
と
に
関
す
る
欧
州
諸
国
の
足
並
み
は
こ
れ
ま
で
必

ず
し
も
そ
ろ
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
今
後
、
わ
が
国

に
お
い
て
バ
ー
チ
ャ
ル
株
主
総
会
に
関
す
る
議
論
が
さ
ら

に
進
む
の
で
あ
れ
ば
、
欧
州
に
お
い
て
示
さ
れ
て
き
た
懸

念
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
認
識
し
、
わ
が
国
の
株
主
総

会
運
営
に
関
し
て
共
有
さ
れ
う
る
も
の
か
を
考
え
る
必
要

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
バ
ー
チ
ャ
ル

総
会
に
関
し
て
一
貫
し
て
慎
重
な
姿
勢
を
示
し
て
き
た
フ

ラ
ン
ス
の
規
制
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。

二�

、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
株
主
総
会
関

連
の
特
例
措
置

　

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
二
〇
二
〇
年
三
月
二
五
日
の
オ

ル
ド
ナ
ン
ス
第
二
〇
二
〇
－
三
二
一
号
に
よ
り
株
式
会
社

を
含
む
私
法
上
の
法
人
及
び
法
人
格
の
な
い
団
体
の
総
会
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の
開
催
及
び
指
揮
機
関
の
決
議
に
関
す
る
規
制
に
関
し
て

特
例
措
置
が
と
ら
れ
、
株
主
総
会
の
招
集
手
続
及
び
開
催

に
関
す
る
規
制
が
緩
和
さ
れ
た
（
二
〇
二
〇
年
三
月
一
二

日
か
ら
七
月
三
一
日
ま
で
の
時
限
措
置
（
そ
の
後
、
二
〇

二
〇
年
七
月
二
九
日
の
デ
ク
レ
第
二
〇
二
〇
－
九
二
五
号

に
よ
り
二
〇
二
〇
年
一
一
月
三
〇
日
ま
で
伸
長
さ
れ

た
）・
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
一
一
条
）。
こ
れ
に
よ
り
、
会
社
と

無
関
係
の
事
情
に
よ
り
株
主
総
会
の
招
集
通
知
が
郵
送
さ

れ
な
く
て
も
、
そ
の
こ
と
の
み
を
も
っ
て
総
会
の
有
効
性

が
否
定
さ
れ
な
い
こ
と
（
二
条
）、
開
催
場
所
が
集
合
の

禁
止
ま
た
は
制
限
の
対
象
で
あ
る
場
合
に
、
株
主
等
が
物

理
的
に
出
席
し
て
い
な
い
ま
た
は
電
話
会
議
も
し
く
は
ビ

デ
オ
会
議
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
出
席
し
て
い
な
い
総
会
を

開
催
し
、
法
律
が
定
め
る
他
の
方
法
に
よ
り
株
主
に
参
加

ま
た
は
議
決
権
行
使
さ
せ
る
形
で
な
さ
れ
た
決
議
は
適
法

と
さ
れ
る
こ
と
（
四
条
）、
電
話
会
議
ま
た
は
ビ
デ
オ
会

議
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
た
総
会
の
開
催
が
認
め
ら
れ
る
こ

と
、
個
人
の
識
別
（
本
人
確
認
）
が
可
能
な
電
話
会
議
ま

た
は
ビ
デ
オ
会
議
方
式
で
参
加
す
る
株
主
を
定
足
数
及
び

多
数
決
の
算
定
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
（
五
条
）

な
ど
が
定
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
株
主
総
会
の
適
法
性
の
確

認
（
定
足
数
・
議
事
日
程
の
確
認
、
出
席
票
（feuille�

de�présence

）
の
認
証
等
）
や
議
事
進
行
に
関
す
る
判

断
を
行
う
こ
と
を
任
務
と
す
る
総
会
の
事
務
局
（bureau�

de�lʼassem
blée

）
は
、
通
常
、
議
長
と
総
会
の
構
成
員

の
う
ち
最
も
多
く
議
決
権
を
有
し
且
つ
そ
の
任
務
を
受
諾

し
た
開
票
立
会
人
（scrutateur

）
二
名
の
合
計
三
名
で

構
成
さ
れ
る
と
こ
ろ
（R.�225-101

条
一
項
）、
開
票
立

会
人
の
資
格
要
件
を
緩
和
し
、
こ
れ
ら
を
株
主
の
な
か
か

ら
選
ぶ
努
力
義
務
が
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
株
主
以
外
の

者
を
開
票
立
会
人
と
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
（
二
〇
二

〇
年
四
月
一
〇
日
の
デ
ク
レ
第
二
〇
二
〇
－
四
一
八
号
八

条
）。
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三�

、
特
例
措
置
の
利
用
状
況
と
フ
ラ
ン

ス
国
内
の
受
け
止
め

　

二
〇
二
〇
年
三
月
下
旬
に
政
府
に
よ
り
前
述
の
措
置
が

採
ら
れ
る
前
に
、
い
ち
早
く
株
主
総
会
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で

開
催
し
た
上
場
会
社Elior�Group

社
（
Ｓ
Ｂ
Ｆ
一
二

〇
）
は
、
二
〇
二
〇
年
三
月
二
〇
日
に
開
催
さ
れ
た
株
主

総
会
の
出
席
を
制
限
し
、
総
会
へ
の
出
席
を
予
定
し
て
い

た
株
主
に
対
し
て
書
面
投
票
（vote�par�correspon�

correspon�

dance

）
ま
た
は
委
任
状
の
送
付
（
議
長
へ
の
委
任
）
の

い
ず
れ
か
を
行
う
こ
と
を
促
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
株
主
が

株
主
総
会
に
出
席
す
る
こ
と
は
事
実
上
不
可
能
と
な
り
―

も
っ
と
も
、
三
月
一
七
日
よ
り
フ
ラ
ン
ス
国
内
で
は
外
出

禁
止
令
が
発
動
さ
れ
て
い
た
―
、
議
場
へ
の
入
場
許
可
証

（carte�dʼadm
ission

）
の
発
行
を
請
求
し
て
い
た
株
主

の
う
ち
期
限
ま
で
に
書
面
投
票
ま
た
は
委
任
状
の
送
付
を

行
わ
な
か
っ
た
者
の
議
決
権
は
す
べ
て
反
対
票
と
し
て
扱

わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
株
主
の
質
問
方
法
は
、

事
前
質
問
状
（question�écrite

）
の
送
付
の
み
と
な
り

（
総
会
前
日
一
五
時
ま
で
受
付
）、
会
社
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

上
で
回
答
を
掲
載
す
る
形
が
採
ら
れ
た
。
株
主
総
会
の
様

子
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
配
信
さ
れ
（
ス
ラ
イ
ド
画
面
と

音
声
の
配
信
）、
議
案
は
す
べ
て
可
決
さ
れ
た
。
こ
の
よ

う
な
開
催
方
法
は
通
常
は
不
適
法
で
あ
る
が
、
前
述
し
た

二
〇
二
〇
年
三
月
二
五
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
基
づ
き

遡
っ
て
適
法
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
一
一
条
）。
そ
の

後
、
三
月
下
旬
か
ら
七
月
に
か
け
て
、
大
規
模
上
場
会
社

の
株
主
総
会
の
大
半
は
、Elior�Group

社
と
同
様
に
、

株
主
が
物
理
的
に
総
会
に
参
加
で
き
な
い
「
非
公
開

（huis�clos

）」
形
式
で
開
催
さ
れ
た
。

　

フ
ラ
ン
ス
国
内
で
は
こ
う
し
た
異
例
の
形
で
の
開
催
は

非
常
事
態
の
下
で
は
や
む
を
得
な
い
も
の
と
し
て
受
け
止

め
ら
れ
た
も
の
の
、
フ
ラ
ン
ス
金
融
市
場
庁
（A

utorité�
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archés�Financiers,�A
M

F

）
は
、
会
社
の
正
常

な
機
能
確
保
及
び
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
観
点
か
ら
株
主
が
そ
の

基
本
権
（prérogative�essentielle

）
で
あ
る
議
決
権

を
行
使
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
確
認
し
た
う
え
で
、
①
法

律
上
総
会
へ
の
出
席
権
を
有
す
る
株
主
や
会
計
監
査
役
、

従
業
員
代
表
者
な
ど
の
者
が
出
席
で
き
な
い
状
況
で
株
主

総
会
の
開
催
が
認
め
ら
れ
る
の
は
あ
く
ま
で
異
例
の
措
置

で
あ
る
こ
と
、
こ
う
し
た
措
置
の
下
で
株
主
に
は
⒜
書
面

投
票
、
⒝
委
任
状
の
送
付
、
⒞
議
決
権
行
使
電
子
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｖ
Ｏ
Ｔ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
な
ど
）
を
通
じ
た

議
決
権
行
使
（
会
社
に
よ
り
こ
れ
が
可
能
と
さ
れ
て
い
る

場
合
に
限
る
）
の
い
ず
れ
か
の
方
法
が
与
え
ら
れ
る
こ
と

を
強
調
し
、
②
株
主
総
会
に
関
す
る
情
報
を
プ
レ
ス
リ

リ
ー
ス
等
の
形
式
で
迅
速
に
公
表
す
る
こ
と
を
勧
告
し
た

（A
M

F,�A
ctualités,�Covid-19:�lʼA

M
F�inform

e�les�

actionnaires�et�les�sociétés�cotées�des�m
esures�

exceptionnelles�prises�pour�lʼorganisation�des�

assem
blées�générales,�17�avril�2020

）。

四�

、
バ
ー
チ
ャ
ル
株
主
総
会
と
会
社
法

上
の
問
題

⑴�

　
株
主
権
の
保
護
と
バ
ー
チ
ャ
ル
株
主
総
会
に
対
す
る

懸
念

　

会
社
法
上
の
問
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
株
主
権

に
対
す
る
侵
害
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
一
八
四
四
条

一
項
は
、「
社
員
（associé

）
は
す
べ
て
、
合
議
に
よ
る

決
議
に
参
加
す
る
権
利
を
有
す
る
。」
と
定
め
、
株
主
総

会
へ
の
株
主
の
参
加
を
妨
げ
る
こ
と
は
商
法
典
の
刑
事
制

裁
（
拘
禁
刑
二
年
及
び
罰
金
九
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
）
の
対
象

と
な
る
（
商
法
典L.�242-9

条
一
項
。
こ
の
点
は
フ
ラ
ン

ス
金
融
市
場
庁
の
リ
リ
ー
ス
に
よ
り
改
め
て
確
認
さ
れ
た

（A
M

F,�Com
m

uniqué,�3�m
ai�2020

）。
社
員
概
念
に

つ
い
て
、
拙
稿
「
フ
ラ
ン
ス
株
式
会
社
法
に
お
け
る
『
ソ
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シ
エ
テ
契
約
（contrat�de�société

）』
概
念
の
意
義

⑴
」
早
法
九
五
巻
一
号
一
四
五
頁
以
下
（
二
〇
一
九
））。

　

こ
の
よ
う
な
厳
格
な
規
定
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
株
主
の

総
会
参
加
権
及
び
こ
れ
を
基
礎
と
す
る
議
決
権
に
は
質
問

権
や
議
案
の
修
正
動
議
提
出
権
な
ど
の
重
要
な
権
利
が
伴

う
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
状
況
に
よ
り
や

む
を
得
ず
こ
う
し
た
権
利
が
保
障
さ
れ
な
い
場
合
に
は
十

分
な
情
報
提
供
が
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
フ
ラ
ン
ス
金
融

市
場
庁
か
ら
も
勧
告
さ
れ
、
株
主
総
会
が
非
公
開
で
開
催

さ
れ
る
場
合
に
は
可
能
な
範
囲
で
総
会
直
前
ま
で
質
問
状

を
受
け
付
け
る
対
応
を
行
う
こ
と
が
促
さ
れ
た
（
前
出
・

A
M

F,�A
ctualités

）。
こ
の
よ
う
な
勧
告
が
な
さ
れ
る
背

景
に
は
、
そ
も
そ
も
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
株
主
総
会
の

物
理
的
開
催
が
必
要
不
可
欠
の
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
あ
る
。
わ
が
国
と
異
な
り
、
株
主
総
会
の
決
議
の
省

略
に
関
す
る
規
定
は
な
い
。
株
主
総
会
は
物
理
的
に
一
定

の
場
所
で
開
催
す
る
こ
と
（
リ
ア
ル
株
主
総
会
の
開
催
）

が
原
則
で
あ
り
、
二
〇
一
七
年
に
非
上
場
会
社
に
関
し
て

バ
ー
チ
ャ
ル
オ
ン
リ
ー
総
会
の
開
催
が
認
め
ら
れ
る
ま
で

こ
の
原
則
に
例
外
は
な
か
っ
た
。

　

わ
が
国
で
も
活
用
が
注
視
さ
れ
て
い
る
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド

型
バ
ー
チ
ャ
ル
総
会
に
は
、「
参
加
型
」
と
「
出
席
型
」

が
あ
り
、
前
者
に
お
い
て
リ
ア
ル
株
主
総
会
に
出
席
し
て

い
な
い
株
主
は
書
面
ま
た
は
電
磁
的
方
法
に
よ
っ
て
議
決

権
を
行
使
し
て
い
る
こ
と
（
ま
た
は
代
理
人
に
よ
る
議
決

権
行
使
を
行
っ
て
い
る
こ
と
）
を
前
提
に
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
審
議
等
を
確
認
・
傍
聴
す
る
が
（
株
主

は
法
律
上
「
出
席
」
し
て
い
な
い
）、
後
者
に
お
い
て
は

総
会
開
催
中
に
審
議
に
参
加
し
決
議
に
加
わ
る
。
フ
ラ
ン

ス
に
お
い
て
は
、
株
主
総
会
の
リ
ア
ル
タ
イ
ム
配
信
（
ス

ト
リ
ー
ミ
ン
グ
配
信
）
に
よ
る
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
参
加
型

バ
ー
チ
ャ
ル
総
会
は
上
場
会
社
に
お
い
て
普
及
し
つ
つ
あ

る
も
の
の
、
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
出
席
型
バ
ー
チ
ャ
ル
総
会
は

ま
だ
国
内
に
お
い
て
は
活
用
段
階
に
な
い
。
こ
れ
は
法
規
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制
が
原
因
で
は
な
く
、
二
〇
〇
一
年
五
月
一
五
日
の
法
律

第
二
〇
〇
一
－
四
二
〇
号
以
降
、
ビ
デ
オ
会
議
ま
た
は
電

子
通
信
手
段
に
よ
る
総
会
へ
の
参
加
が
認
め
ら
れ
た
こ
と

に
よ
り
、
遠
隔
地
か
ら
リ
ア
ル
株
主
総
会
の
開
催
中
に
リ

ア
ル
タ
イ
ム
で
議
決
権
行
使
す
る
こ
と
は
法
律
上
可
能
で

あ
る
。
し
か
し
、
技
術
面
で
の
信
頼
性
が
十
分
で
な
い
と

し
て
、
法
律
上
は
認
め
ら
れ
て
い
て
も
、
二
〇
〇
五
年
時

点
で
は
こ
う
し
た
方
法
に
よ
る
議
決
権
行
使
を
認
め
る
会

社
は
皆
無
で
あ
り
（Rapport�du�groupe�de�travail�

présidé�par�M
.�Y

ves�M
ansion:�Pour�lʼam

élioration�

de�lʼexercice�des�droits�de�vote�des�actionnaires�

en�F
rance,�R

evue�m
ensuelle�de�lʼA

M
F

,�N
°17,�

septem
bre�2005,�p.21

）、
そ
の
後
も
フ
ラ
ン
ス
金
融
市

場
庁
に
設
置
さ
れ
た
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
よ
り
リ
ア
ル

タ
イ
ム
で
の
遠
隔
か
ら
の
議
決
権
行
使
に
関
す
る
提
案
が

二
〇
一
七
年
に
な
さ
れ
た
が
（Rapport�du�Groupe�de�

travail�de�la�com
m

ission�consultative�Épargnants,�

Pour�un�vote�transparent�et�effectif�en�assem
blée�

générale�à�lʼère�du�num
érique,�m

ars�2017,�p.17,�

Proposition�23

）、
上
場
会
社
の
株
主
総
会
運
営
に
関
す

る
勧
告
を
ま
と
め
た
フ
ラ
ン
ス
金
融
市
場
庁
の
勧
告
第
二

〇
一
二
－
〇
五
号
（Recom

m
andation�D

O
C-2012-

05�sur�les�assem
blées�générales�dʼactionnaires�

de�sociétés�cotées

）
に
は
最
終
的
に
取
り
込
ま
れ
て
い

な
い
。

⑵�

　
非
上
場
会
社
に
お
け
る
バ
ー
チ
ャ
ル
オ
ン
リ
ー
総
会

の
認
容

　

株
主
総
会
が
物
理
的
に
開
催
さ
れ
な
い
、
い
わ
ゆ
る

バ
ー
チ
ャ
ル
オ
ン
リ
ー
総
会
と
し
て
唯
一
商
法
典
に
お
い

て
認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
規
制
市
場
（m

arché�

réglem
enté

）
に
上
場
し
て
い
な
い
会
社
」
に
お
け
る

株
主
総
会
の
み
で
あ
る
。
二
〇
一
六
年
一
二
月
九
日
の
法

律
第
二
〇
一
六
－
一
六
九
一
号
（
第
二
次
サ
パ
ン
法
）
に
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よ
り
、
規
制
市
場
に
株
式
が
上
場
さ
れ
て
い
な
い
会
社
に

お
い
て
特
別
総
会
（assem

blée�générale�extraordi�
extraordi�

naire
）
及
び
通
常
総
会
（assem

blée�générale�ordi�
ordi�

naire
）
を
ビ
デ
オ
会
議
ま
た
は
電
子
通
信
手
段
の
み
を

用
い
て
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
規
定
を
オ
ル
ド

ナ
ン
ス
に
よ
り
設
け
る
こ
と
が
政
府
に
認
め
ら
れ
（
同
法

一
四
一
条
）、
二
〇
一
七
年
五
月
四
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス

第
二
〇
一
七
－
七
四
七
号
に
よ
り
バ
ー
チ
ャ
ル
オ
ン
リ
ー

総
会
に
関
す
る
規
定
が
商
法
典
に
創
設
さ
れ
た
。
た
だ

し
、
バ
ー
チ
ャ
ル
オ
ン
リ
ー
総
会
を
開
催
す
る
た
め
に

は
、
定
款
に
そ
の
旨
が
定
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
（L.��

225-103-1

条
一
項
）。

　

な
お
、
株
主
の
権
利
保
護
の
た
め
に
、
物
理
的
な
総
会

（assem
blée�physique

）
の
開
催
を
請
求
す
る
少
数
株

主
権
に
関
す
る
規
定
が
置
か
れ
て
お
り
、
会
社
資
本
の

五
％
以
上
を
保
有
す
る
一
ま
た
は
複
数
人
の
株
主
は
、

バ
ー
チ
ャ
ル
オ
ン
リ
ー
総
会
の
開
催
に
対
す
る
拒
否
権
を

行
使
で
き
る
（L.�225-103-1

条
二
項
）。
少
数
株
主
に

よ
り
拒
否
権
が
行
使
さ
れ
れ
ば
、
物
理
的
な
総
会
の
開
催

が
必
要
と
な
る
。
二
〇
一
七
年
の
規
定
創
設
当
時
は
通
常

総
会
・
特
別
総
会
の
バ
ー
チ
ャ
ル
オ
ン
リ
ー
開
催
の
い
ず

れ
も
少
数
株
主
の
拒
否
権
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
が
、
二

〇
一
九
年
七
月
一
九
日
の
法
律
第
二
〇
一
九
－
七
四
四
号

（
通
称Soilihi

法
）
に
よ
り
、
少
数
株
主
に
よ
る
拒
否
権

の
行
使
対
象
は
特
別
総
会
の
み
に
限
定
さ
れ
た
。
フ
ラ
ン

ス
法
上
、
特
別
総
会
は
定
款
変
更
を
行
う
場
で
あ
り
（L.�

225-96

条
）、
そ
の
権
限
事
項
に
は
株
式
会
社
の
目
的
の

変
更
、
組
織
変
更
や
資
本
金
の
額
の
変
更
な
ど
が
含
ま
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
重
要
な
事
項
に
関
す
る
決
議
に
つ
い
て

は
、
少
数
株
主
の
反
対
が
あ
る
場
合
に
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の

開
催
を
維
持
す
る
こ
と
は
少
数
株
主
保
護
の
観
点
か
ら
妥

当
で
な
い
と
判
断
さ
れ
た
と
説
明
さ
れ
よ
う
。

　

非
上
場
会
社
に
お
い
て
バ
ー
チ
ャ
ル
オ
ン
リ
ー
総
会
の

開
催
が
認
容
さ
れ
た
も
の
の
、
株
式
会
社
の
株
主
総
会
の
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物
理
的
開
催
が
あ
く
ま
で
原
則
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は

な
い
。
バ
ー
チ
ャ
ル
オ
ン
リ
ー
総
会
は
定
款
規
定
が
あ
る

場
合
に
例
外
的
に
開
催
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
定

款
変
更
決
議
が
な
さ
れ
る
場
面
で
少
数
株
主
に
よ
り
拒
否

権
が
行
使
さ
れ
た
場
合
に
は
再
び
原
則
に
立
ち
戻
り
、
物

理
的
開
催
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

⑶�

　
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
出
席
型
バ
ー
チ
ャ
ル
株
主
総
会
と
会

議
体
の
あ
り
方

　

わ
が
国
に
お
い
て
、
バ
ー
チ
ャ
ル
オ
ン
リ
ー
総
会
の
開

催
は
現
行
法
上
認
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、
経
済
産
業
省
の

Ｑ
＆
Ａ
に
お
い
て
も
開
催
が
可
能
と
さ
れ
た
ハ
イ
ブ
リ
ッ

ド
出
席
型
バ
ー
チ
ャ
ル
株
主
総
会
に
つ
い
て
は
、
通
信
障

害
等
を
理
由
に
株
主
総
会
決
議
の
効
力
が
争
わ
れ
る
可
能

性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、「
株
主
に

は
バ
ー
チ
ャ
ル
出
席
で
な
く
リ
ア
ル
出
席
を
す
る
と
い
う

選
択
肢
が
あ
り
、
会
社
か
ら
通
信
障
害
の
リ
ス
ク
を
告
知

さ
れ
な
が
ら
あ
え
て
バ
ー
チ
ャ
ル
出
席
を
選
ん
だ
場
合

は
、
リ
ア
ル
株
主
総
会
に
お
い
て
株
主
が
全
く
出
席
の
機

会
を
奪
わ
れ
る
の
と
は
状
況
が
異
な
る
」
と
説
明
さ
れ
た

が
（
ガ
イ
ド
一
三
頁
）、
様
々
な
理
由
に
基
づ
き
選
択
さ

れ
る
出
席
方
法
に
よ
っ
て
株
主
が
事
後
的
に
受
け
る
保
護

が
異
な
る
結
果
に
な
り
か
ね
ず
、
そ
の
リ
ス
ク
を
株
主
に

負
担
さ
せ
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
リ
ア

ル
出
席
と
バ
ー
チ
ャ
ル
出
席
は
同
じ
一
つ
の
会
議
体
へ
の

出
席
を
意
味
す
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
出
席
株
主
に
同
一

の
権
利
や
保
護
が
平
等
に
保
障
さ
れ
な
い
場
合
に
は
バ
ー

チ
ャ
ル
出
席
型
株
主
総
会
の
導
入
を
見
送
る
慎
重
な
判
断

が
必
要
と
な
る
と
考
え
る
。

　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
二
〇
二
〇
年
の
春
か
ら
夏
に

か
け
て
の
フ
ラ
ン
ス
の
上
場
会
社
の
株
主
総
会
の
多
く
は

株
主
の
物
理
的
出
席
を
認
め
な
い
「
非
公
開
（huis�

clos
）」
形
式
で
開
催
さ
れ
た
。huis�clos

は
、
株
主
総

会
の
開
催
に
際
し
て
株
主
等
の
物
理
的
出
席
を
認
め
な
い
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状
況
を
指
し
、
直
訳
す
る
と
「
戸
を
閉
め
切
る
」
と
い
う

表
現
で
あ
る
（
実
際
に
は
総
会
の
事
務
局
と
会
社
役
員
の

み
が
集
ま
る
形
と
な
る
）。
電
話
会
議
ま
た
は
ビ
デ
オ
会

議
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
た
バ
ー
チ
ャ
ル
出
席
型
株
主
総
会

の
開
催
も
特
例
措
置
に
よ
り
容
認
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
（
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
五
条
）、
前
述
し
た
よ
う
に
上

場
会
社
の
株
主
総
会
の
大
半
が
株
主
の
出
席
を
認
め
な
い

「
非
公
開
」
形
式
で
開
催
さ
れ
、
株
主
に
は
バ
ー
チ
ャ
ル

出
席
さ
え
も
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
な
ぜ
な
の
か
。

そ
の
理
由
は
、「
非
公
開
」
形
式
で
の
開
催
理
由
は
バ
ー

チ
ャ
ル
出
席
型
株
主
総
会
の
開
催
自
体
が
か
ね
て
か
ら
上

場
会
社
に
お
い
て
現
実
的
で
な
い
と
理
解
さ
れ
て
き
た
こ

と
に
あ
り
、
こ
の
点
は
、
特
例
措
置
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス

大
統
領
へ
の
報
告
書
の
な
か
で
、
ビ
デ
オ
会
議
ま
た
は
電

話
会
議
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
総
会
の
開
催
は
、
会
社
が
「
し

か
る
べ
き
技
術
上
の
手
段
（m

oyens�techniques�adé�
adé�

quats

）」
を
有
し
、
本
人
確
認
の
容
易
性
の
観
点
か
ら
も

「
株
主
ま
た
は
社
員
の
数
が
限
ら
れ
て
い
る
場
合
」
に
可

能
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
る
（Rap�

port�au�Président�de�la�R
épublique�relatif�à�

lʼordonnance�n

°2020-321�du�25�m
ars�2020�portant�

adaptation�des�règles�de�réunion�et�de�délibéra�

tion�des�assem
blées�et�organes�dirigeants�des�

personnes�m
orales�et�entités�dépourvues�de�per�

sonnalité�m
orale�de�droit�privé�en�raison�de�

lʼépidém
ie�de�covid-19,�JO

RF�n

°0074�du�26�m
ars�

2020,�texte�n

°46

）。
こ
こ
で
は
オ
ン
ラ
イ
ン
手
段
を
用

い
た
株
主
総
会
は
少
人
数
の
場
合
に
の
み
成
り
立
つ
と
す

る
理
解
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
、
バ
ー
チ
ャ

ル
オ
ン
リ
ー
総
会
が
非
上
場
会
社
に
関
し
て
の
み
認
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
は
そ
の
裏
付
け
と
な
ろ
う
。
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五
、
お
わ
り
に

　

今
回
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
を
機
に
、
わ
が
国

の
株
主
総
会
制
度
及
び
総
会
の
開
催
状
況
を
踏
ま
え
て
、

会
議
体
と
し
て
の
株
主
総
会
を
基
本
と
す
る
現
行
制
度
の

あ
り
方
に
つ
い
て
疑
問
が
呈
さ
れ
て
い
る
（
田
中
亘
「
会

議
体
と
し
て
の
株
主
総
会
の
ゆ
く
え
―
『
株
主
総
会
運
営

に
係
る
Ｑ
＆
Ａ
』
の
法
解
釈
と
将
来
の
展
望
―
」
企
業
会

計
七
二
巻
六
号
七
六
四
頁
（
二
〇
二
〇
）、
舩
津
浩
司

「
コ
ロ
ナ
禍
が
示
す
株
主
総
会
の
未
来
像
」
法
時
九
二
巻

八
号
三
頁
（
二
〇
二
〇
）、
松
井
秀
征
「
バ
ー
チ
ャ
ル
オ

ン
リ
ー
型
株
主
総
会
－
そ
の
理
論
的
基
礎
と
可
能
性
に
つ

い
て
」
ジ
ュ
リ
一
五
四
八
号
二
七
頁
（
二
〇
二
〇
））。
こ

の
よ
う
な
動
き
と
は
対
照
的
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は

株
主
総
会
の
物
理
的
開
催
が
揺
る
ぎ
な
い
原
則
で
あ
り
、

特
例
措
置
は
あ
く
ま
で
一
時
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
強

調
さ
れ
て
い
る
。
株
主
の
声
が
広
く
届
く
意
味
で
「
共
鳴

箱
（caisse�de�résonance

）」
と
称
さ
れ
る
こ
と
も
あ

る
物
理
的
な
会
議
体
と
し
て
の
株
主
総
会
の
役
割
を
重
視

す
る
フ
ラ
ン
ス
の
例
は
、
バ
ー
チ
ャ
ル
株
主
総
会
に
関
す

る
会
社
法
の
議
論
を
進
め
る
に
際
し
て
、
慎
重
な
判
断
の

必
要
性
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

【
本
研
究
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費JP�18K

12688

（
若
手

研
究
）
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。】
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